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　働く人が性別により差別されることなく、かつ、働く女性が母性を尊重
されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することは、わが
国が将来にわたって経済社会の活力を維持していく上で、ますます重要な
課題となっています。

　厚生労働省では、平成 18 年の男女雇用機会均等法改正時の検討規定に基
づき、今後の男女雇用均等対策について、労働政策審議会雇用均等分科会
において審議を行い、これを踏まえ、平成 25 年 12 月 24 日、男女雇用機会
均等法施行規則の一部を改正する省令等を公布しました。
　この改正では、間接差別となり得る措置の範囲の見直し、性別による差
別事例の追加、セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底のため
のセクハラ指針の見直し、コース等別雇用管理についての指針の制定等が
行われ、平成 26 年７月１日より施行されます。

　男女雇用機会均等法の着実な履行確保を図るため、改正省令・指針等の
周知を行うとともに、法違反の事実が認められる企業に対し是正指導を行
い、実質的な男女均等取扱いの実現を目指し、男女労働者の間に事実上生
じている格差を解消するための企業の自主的かつ積極的な取組（ポジティ
ブ・アクション）を促進する施策を展開します。

　また、性別を理由とした差別的取扱い、妊娠や出産などを理由とする解
雇その他不利益取扱い、セクシュアルハラスメント、母性健康管理措置に
関する「労働者と事業主との間の紛争」については、都道府県労働局長に
よる紛争解決の援助や機会均等調停会議による調停により、円滑かつ迅速
にその解決を図っているところです。

　各企業におかれましては、雇用管理のあらゆる面において、性別による
ことなく、個々人の意欲、能力、適性に基づく公正な取扱いを行うことは
もとより、ポジティブ・アクションを進めていただき、女性と男性がとも
にその能力を十分発揮することができる職場づくりに向けて一層ご努力く
ださい。


